
                                    平成２４年４月６日 

各県立学校長 様 

 

                                    教育委員会事務局 

                                    保 健 体 育 課 長 

 

   学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） 

 このことについて、別添（写）のとおり文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課から依頼があ 

りました。 

 ついては、貴校関係職員に周知願います。 

記 

１ 結核の有無の検査方法の技術的基準について 

  児童生徒の定期健康診断における結核の有無の検査方法に関して、教育委員会に設置された結核対 

 策委員会からの意見を聞かずに、精密検査を行うことができること。 

 

２ 感染症の予防方法について 

  髄膜炎菌性髄膜炎を、学校において予防すべき感染症のうち第２種感染症（飛沫感染するもので学 

 校において流行を広げる可能性が高い感染症）に追加し、その出席停止の期間の基準を「病状により 

 学校医等において感染のおそれがないと認めるまで」とするとともに、インフルエンザ等の出席停止

の期間の基準を次のとおり改めたこと。 

  ・インフルエンザ：発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３日）を経 

  過するまで 

 ・百日咳：特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

 ・流行性耳下腺炎：耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、かつ、全身状態が 

  良好になるまで 

 

３ 施行期日 

平成２４年４月１日から施行となります。 

 

※結核検診につきましては、三重県では平成２４年３月２７日付「児童生徒の結核検診について」にて

依頼したとおり、従来の方法で実施しますのでご了知下さい。 

 

 

 事務担当 保健体育課 
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